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ア
ジ
ア
の
家
族
法
概
要
（
4
）

小　

川　

富　

之

目
次１

．
は
じ
め
に

２
．
ア
ジ
ア
家
族
法
総
論

（
１
）
講
義
全
体
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
２
）
日
本
に
お
け
る
渉
外
（
家
事
）
事
件
の
状
況

（
３
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
律
情
報
の
収
集
と
蓄
積

（
４
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
律
情
報
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
照
会

（
５
）
ア
ジ
ア
家
族
法
研
究
の
特
色

（
６
）
ア
ジ
ア
家
族
法
研
究
の
課
題

３
．
イ
ス
ラ
ム
家
族
法

（
１
）
総
論

① 

宗
教
と
法
と
の
か
か
わ
り

② 

イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
基
本
概
念

③ 

イ
ス
ラ
ー
ム
家
族
法
【
83
号
】
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（
２
）
各
論

① 

イ
ン
ド
家
族
法
【
85
号
】

② 

パ
キ
ス
タ
ン
家
族
法

・
は
じ
め
に

・
パ
キ
ス
タ
ン
家
族
法

・
婚
姻

・
シ
ー
ア
派
法
の
ム
タ
婚

・
婚
姻
の
成
立
要
件
【
86
号
】

・
離
婚

・
親
子
【
本
号
】

③ 

他
の
人
的
不
統
一
法
国

４
．
北
東
ア
ジ
ア
家
族
法

（
１
）
ア
ジ
ア
家
族
法
三
国
（
日
本
・
韓
国
・
台
湾
）
会
議

（
２
）
日
本
・
韓
国
・
台
湾
の
共
通
性

（
３
）
中
国
家
族
法

（
４
）
韓
国
の
家
族
法
改
革

５
．
東
南
ア
ジ
ア
家
族
法

（
１
）
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
つ
い
て

（
２
）
ベ
ト
ナ
ム
家
族
法

（
３
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
家
族
法

（
４
）
タ
イ
家
族
法
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６
．
ア
ジ
ア
家
族
法
実
務

（
１
）
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法

（
２
）
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
実
務

７
．
ア
ジ
ア
家
族
法
の
全
体
像
と
未
来
像

（
１
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
法
律
協
会
（LA

W
A
SIA

）
と
世
界
会
議
「
家
族
法
と
子
ど
も
の
人
権
」

（
２
）
ア
ジ
ア
家
族
法
の
全
体
像

（
３
）
ア
ジ
ア
諸
国
と
地
域
の
同
性
婚
の
現
状
と
課
題

（
４
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
親
子
関
係
に
お
け
る
子
の
最
善
の
利
益

８
．
お
わ
り
に

３　

イ
ス
ラ
ー
ム
家
族
法

（
１
）	

各
論

① 

イ
ン
ド
家
族
法
【
85
号
】

② 

パ
キ
ス
タ
ン
家
族
法

・
は
じ
め
に

・
パ
キ
ス
タ
ン
家
族
法

・
婚
姻
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前
号
に
掲
載
し
た
ニ
カ
ー
・
ナ
ー
マ
（N

ikah N
am

a

・
ム
ス
リ
ム
婚
姻
契
約
書
）
に
次
の
項
目
を
追
記
す
る
。

（
ａ
）
～
（
ｕ
）【
86
号
】

（
ｖ
）
夫
と
な
る
者
が
複
婚
許
可
を
得
る
た
め
に
仲
裁
裁
判
所
に
と
っ
た
連
絡
の
月
日
と
回
数
（N

um
ber and date of the 

com
m

unication conveying to the bridegroom
 the perm

ission of the A
rbitration council to contact another 

m
arriage

）

（
ｗ
）
婚
姻
挙
行
官
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（N

am
e and adress of the person by w

hom
 the m

arriage w
as solem

nized

）

（
ｘ
）
婚
姻
登
録
日
（D

ate of registration of the m
arriage

）

（
ｙ
）
登
録
費
用
（Registration Fee paid

）

（
ｚ
）
夫
と
な
る
者
の
署
名
ま
た
は
夫
と
な
る
者
の
婚
姻
後
見
人
の
署
名
（Signature of the bridegroom

 or his V
akil

）・
夫
と
な

る
者
の
婚
姻
後
見
人
の
指
名
に
よ
る
証
人
二
名
の
署
名
（Signature of the tw

o w
itnesses to the appointm

ent of the 

bridegroom
's V

akil

）

　

妻
と
な
る
者
の
署
名
（Signature of the Bride

）・
妻
と
な
る
者
の
婚
姻
後
見
人
の
署
名
（Signature of the V

akil of the 

B
ride

）・
妻
と
な
る
者
の
婚
姻
後
見
人
の
指
名
に
よ
る
証
人
二
名
の
署
名
（Signature of the tw

o w
itnesses to the 

appointm
ent of the bride's V

akil

）

婚
姻
の
証
人
の
署
名
（Signature of w

itnesses of the m
arriage

）

婚
姻
挙
行
官
の
署
名
（Signature of the person w

ho solem
nized the m

arriage

）

婚
姻
登
録
官
の
署
名
お
よ
び
公
印
（Signature and seal of the N

ikah Registrar

）
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・
シ
ー
ア
派
法
の
ム
タ
婚
（M

utta M
arriage

）

・
婚
姻
の
成
立
要
件

（
ａ
）
未
成
年
者
の
婚
姻

（
ｂ
）
複
婚

（
ｃ
）
マ
フ
ル
（
婚
資
、D

ow
er

・M
ehr

）

（
ｄ
）
再
婚
禁
止
期
間
（
イ
ッ
ダ
、Iddat Period

）

（
ｅ
）
持
参
金
（D

ow
ry and Bridal Gifts

）【
86
号
】

・
離
婚

（
ａ
）
タ
ラ
ー
ク
（
離
婚
宣
言
に
よ
る
一
方
的
離
婚
・T

alak

）

イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
夫
は
妻
に
対
し
て
、「
タ
ラ
ー
ク
（T

alak

）」
の
文
言
を
宣
言
す
る
こ
と
で
、
一
方
的
に
婚
姻
を
解
消
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
三
度
宣
言
す
る
と
、
三
度
目
の
宣
言
後
に
離
婚
が
確
定
的
と
な
る
。
こ

の
場
合
、
離
婚
し
た
妻
と
の
再
婚
に
つ
い
て
は
、
制
限
が
あ
り
、
妻
が
夫
以
外
の
男
性
と
婚
姻
し
、
そ
の
男
性
と
の
離
婚
が
成
立
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
同
じ
女
性
と
の
再
婚
は
認
め
ら
れ
な
い
。
同
じ
女
性
と
の
再
婚
は
、「
ハ
ラ
ー
ラ
（H

alala

）」
と
呼
ば
れ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
離
婚
は
合
法
で
は
あ
る
が
、
望
ま
し
く
な
い
行
為
と
さ
れ
て
お
り
、
一
度
離
婚
が
確
定
し
た
女
性
と
の
再
婚

は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
。

夫
が
一
度
だ
け
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
宣
言
し
た
状
態
で
、
こ
の
宣
言
か
ら
三
か
月
以
内
に
和
解
し
た
場
合
に
は
、
夫
は
あ
と
二
回
の

「
タ
ラ
ー
ク
」
宣
言
を
留
保
し
て
お
り
、
二
回
目
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
宣
言
し
て
も
再
び
和
解
し
婚
姻
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
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き
る
が
、
三
回
目
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
婚
姻
関
係
の
解
消
が
終
局
的
と
な
る
。

夫
は
、
こ
の
三
回
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
一
度
に
ま
と
め
て
宣
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
時
間
を
お
い
て
宣
言
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
こ
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
宣
言
は
、
口
頭
ま
た
は
書
面
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
に
は
正
常
な

判
断
能
力
が
必
要
と
さ
れ
、
妻
に
対
し
て
夫
の
離
婚
意
思
が
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
度
に
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
三
回
ま
と
め

て
宣
言
す
る
こ
と
で
、
確
定
的
に
離
婚
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
二
代
目
正
統
カ
リ
フ
の
「
ウ
マ
ル
」
と
さ
れ
て
お
り
、

男
性
側
の
一
方
的
な
考
え
で
、
最
初
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
宣
言
後
に
、
女
性
を
二
か
月
間
も
不
安
定
な
状
況
に
置
く
こ
と
を
避
け
る
た

め
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

離
婚
宣
言
が
な
さ
れ
、
婚
姻
関
係
が
解
消
さ
れ
て
も
、
九
〇
日
以
内
の
間
は
夫
が
妻
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
負
い
、
こ
の
期
間
経

過
後
に
再
婚
が
可
能
と
な
る
。

ム
ス
リ
ム
家
族
法
で
は
、
タ
ラ
ー
ク
離
婚
に
つ
き
仲
裁
評
議
会
に
許
可
を
求
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）
合
意
に
基
づ
く
離
婚

当
事
者
双
方
と
も
離
婚
に
合
意
し
、
そ
の
一
方
が
離
婚
書
面
を
仲
裁
評
議
会
に
提
出
し
、
合
意
に
基
づ
く
離
婚
の
許
可
が
与
え
ら

れ
た
場
合
に
は
、
合
意
に
よ
る
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
合
意
に
基
づ
く
離
婚
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
ｃ
）
一
九
三
九
年
ム
ス
リ
ム
婚
姻
解
消
法
に
基
づ
く
離
婚

当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
宗
教
を
信
仰
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ロ
ー
の
適
用
を
受
け
な
が
ら
、
離
婚
を
す
る
場

合
に
は
、
一
九
三
九
年
ム
ス
リ
ム
婚
姻
解
消
法
に
従
っ
て
離
婚
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
律
は
、
海
外
で
婚
姻
し
た
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夫
婦
が
離
婚
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。

（
ｄ
）
裁
判
離
婚

ム
ス
リ
ム
の
女
性
は
、
次
に
掲
げ
る
離
婚
事
由
を
提
示
し
て
、
裁
判
所
に
離
婚
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
夫
の
２
年
以
上
に
わ
た
る
生
死
不
明

・
夫
の
２
年
以
上
に
わ
た
る
扶
養
懈
怠

・
妻
の
同
意
を
欠
く
夫
の
他
の
女
性
と
の
複
婚

（
ｅ
）
妻
の
請
求
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
与
え
る
離
婚
判
決
（
フ
ル
ウ
・K

hula

）

妻
が
婚
姻
の
解
消
を
希
望
す
る
場
合
、
夫
か
ら
妻
へ
の
離
婚
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
妻
は
裁
判
所
に
対
し
て
、
離
婚
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、婚
姻
解
消
の
対
価
と
し
て
、妻
が
扶
養
請
求
権
を
放
棄
す
る
場
合
も
し
な
い
場
合
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
妻
に
よ
る
離
婚
請
求
原
因
に
基
づ
い
て
審
理
し
、
適
切
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
離
婚
判

決
が
下
さ
れ
る
。
前
述
（
ｄ
）
の
通
常
の
裁
判
離
婚
の
場
合
に
は
、
マ
フ
ル
お
よ
び
扶
養
請
求
権
が
妻
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
フ

ル
ウ
の
場
合
に
は
、
夫
の
婚
資
お
よ
び
扶
養
支
払
い
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
ｆ
）
離
婚
権
委
任

ム
ス
リ
ム
法
で
は
、
離
婚
権
は
夫
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
、
妻
や
第
三
者
に
離
婚
権
が
委
任
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
婚
姻
契
約
書
（
ニ
カ
ー
・
ナ
ー
マ
〔N

ikah N
am

a

〕）
の
第
（
ｐ
）
条
で
は
、
妻
に
離
婚
権
委
任
を
認
め
る
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か
否
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
項
目
が
あ
り
、
委
任
を
認
め
る
場
合
に
は
条
件
を
付
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
離
婚
権
委
任
は
書
面
に

よ
り
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
離
婚
権
を
委
任
さ
れ
た
妻
ま
た
は
第
三
者
は
、
夫
と
同
様
の
方
法
で
離
婚
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｇ
）
シ
ー
ア
派
離
婚
法

パ
キ
ス
タ
ン
で
最
大
の
宗
教
集
団
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
の
中
の
少
数
派
で
あ
る
シ
ー
ア
派
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
全
人
口
の
お
よ
そ

一
五
～
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
こ
の
中
に
は
多
く
の
異
な
る
民
族
集
団
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ー
ア
派
法
の
離
婚
は
、
ス
ン
ニ

派
法
の
離
婚
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
裁
判
所
は
、
夫
婦
が
信
仰
す
る
学
派
に
基
づ
い
て
適
用
す
る
学
派
法
を

定
め
て
お
り
、
シ
ー
ア
派
法
で
は
、
書
面
に
よ
る
離
婚
宣
言
は
無
効
で
あ
り
、
必
ず
証
人
二
人
の
面
前
で
、
妻
に
対
し
て
口
頭
で
、

所
定
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
言
を
用
い
て
、
離
婚
の
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
の
離
婚
の
証
人
は
、
二
名
の
男
性
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
例
外
的
に
、
夫
が
身
体
的
欠
陥
の
た
め
に
、
口
頭
で
の
離
婚
宣
言
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
書
面
に
よ
る
離
婚

宣
言
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

・
親
子

（
ａ
）
監
護
お
よ
び
後
見

パ
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て
、
後
見
と
は
未
成
年
者
の
人
的
監
護
も
し
く
は
財
産
管
理
、
ま
た
は
そ
の
両
者
を
含
む
概
念
と
さ
れ
る
。

こ
の
後
見
に
は
、
必
ず
身
上
監
護
（custody

）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
身
上
監
護
と
は
、
未
成
年
者
の
身
の
回
り
の
世
話
を
意
味
し
、

後
見
に
従
属
的
な
概
念
で
あ
る
。
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未
成
年
者
の
身
上
監
護
に
関
し
て
は
、一
八
九
〇
年
後
見
法
（T

he Guardian and W
ard A

ct 1980

）
が
こ
れ
に
つ
い
て
定
め

て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
（
古
典
）
法
上
、成
年
に
達
す
る
ま
で
の
男
女
は
全
て
未
成
年
者
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
上
、

成
年
と
は
夫
婦
関
係
に
よ
る
生
殖
能
力
を
有
す
る
者
を
意
味
す
る
。
女
性
に
関
し
て
は
初
潮
に
よ
り
、
男
性
に
関
し
て
は
身
体
的
に

夫
婦
関
係
を
持
ち
生
殖
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
年
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
イ
ス
ラ
ー
ム
（
古
典
）
法
上
、
男
女
と
も

に
肉
体
的
な
性
的
成
熟
の
特
徴
が
表
れ
る
の
が
遅
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
一
五
歳
に
な
っ
た
時
点
で
成
年
に
達
し
た
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
解
る
よ
う
に
、
成
年
に
達
す
る
時
期
は
社
会
的
環
境
等
に
よ
り
個
人
差
が
あ
り
、
画
一
的
に
決
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
裁
判
所
で
は
、
特
に
反
証
が
な
い
限
り
、
一
五
歳
か
ら
一
六
歳
が
成
年
に
達
す
る
時
期
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
。

女
性
の
婚
姻
最
低
年
齢
は
、
一
九
二
九
年
幼
児
婚
抑
制
法
（T

he Child M
arriage Restriction A

ct 1929

）
に
よ
り
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
幼
児
婚
抑
制
法
で
は
、「
子
（child

）」
と
は
一
八
歳
未
満
の
男
性
お
よ
び
一
六
歳
未
満
の
女
性
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
で
は
、
未
成
年
者
と
は
男
女
と
も
に
一
八
歳
未
満
と
さ
れ
て
い
る
。
成
人
年
齢
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
、
一
八
七
五

年
成
年
法
（T

he M
ajority A

ct 1875

）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
歳
未
満
の
未
成
年
者
の
後
見
人
指
定
に
関
し
て
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
法
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
法
上
の
成
人
年
齢
と
未
成
年
者
の

後
見
に
関
す
る
規
定
が
修
正
さ
れ
、
こ
の
う
ち
の
婚
姻
年
齢
に
つ
い
て
は
一
般
法
で
制
限
さ
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
の
原
則

ム
ス
リ
ム
の
多
数
派
で
あ
る
ス
ン
ニ
派
は
、
大
き
く
ハ
ナ
フ
ィ
ー
学
派
、
マ
ー
リ
キ
ー
学
派
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
ー
イ
ー
学
派
お
よ
び

ハ
ン
バ
リ
ー
学
派
の
四
学
派
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
学
派
で
は
、
男
は
満
七
歳
に
達
す
る
ま
で
、
女
は
成
人
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年
齢
に
達
す
る
ま
で
、
母
に
優
先
的
な
身
上
監
護
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
年
齢
に
達
し
た
後
は
、
父
そ
の
他
の

親
族
に
身
上
監
護
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
父
が
第
一
順
位
の
後
見
人
で
、
次
順
位
の
後
見
人
に
つ
い
て
は
学
派
に
よ
り
解

釈
が
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
ス
ン
ニ
派
の
四
学
派
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
シ
ャ
ー
フ
ィ
ー
イ
ー
学
派
で
は
女
児
の
身
上
監
護
権
を

子
の
婚
姻
ま
で
母
に
認
め
て
い
る
。

（
ｃ
）
シ
ー
ア
派
法
の
原
則

シ
ー
ア
派
法
で
は
、
女
が
七
歳
に
達
す
る
ま
で
、
男
が
二
歳
に
達
す
る
ま
で
、
母
が
身
上
監
護
権
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
年
齢

に
達
し
た
後
は
、
父
が
身
上
監
護
権
を
有
す
る
。

（
ｄ
）
父
母
以
外
の
親
族
ま
た
は
後
見
人
と
な
る
べ
き
親
族
が
い
な
い
場
合
の
身
上
監
護
権

母
が
未
成
年
者
の
身
上
監
護
権
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
女
性
親
族
を
優
先
し
て
身
上
監
護
権
者
に
指
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
女
性
親
族
が
な
い
場
合
ま
た
は
女
性
親
族
が
身
上
監
護
権
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、
父
そ
の
他
の
男
性
親
族

が
身
上
監
護
権
者
に
就
任
す
る
。
こ
れ
ら
の
親
族
が
全
く
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
監
護
権
者
と
し
て
、
適
切
な
者
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

未
成
年
者
の
身
上
監
護
に
関
し
て
、
母
の
身
上
監
護
権
者
と
し
て
の
欠
格
事
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
子
の
知
ら
な
い
者
ま
た
は
親
戚
関
係
に
な
い
者
と
母
が
再
婚
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
欠
格
事
由
に
関
し
て
は
、
判
例
に
よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
法
上
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
未
成
年
の
子
の
最
善
の
利
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益
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
再
婚
し
た
母
に
未
成
年
の
子
の
身
上
監
護
権
を
認
め
た
裁
判
例
も

存
在
す
る
。

・
子
の
健
全
な
成
育
（
生
育
）
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
よ
う
な
母
の
ネ
グ
レ
ク
ト
そ
の
他
不
行
跡
が
あ
る
場
合

・
父
の
住
所
地
と
離
れ
た
場
所
に
母
が
居
住
し
て
い
る
場
合

未
成
年
の
身
上
監
護
に
関
し
て
、
父
の
身
上
監
護
権
者
と
し
て
の
欠
格
事
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
父
が
身
上
監
護
権
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
場
合

・
父
が
扶
養
を
怠
っ
て
い
る
場
合

・
父
よ
り
母
の
経
済
状
況
の
方
が
好
ま
し
い
場
合

未
成
年
の
子
の
身
上
監
護
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
育
（
生
育
）、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
法
の
み
な
ら
ず
、
欧
米
諸
国
の
法
制
度
等
の
影
響
を
受
け
て
、
近
代
化

さ
れ
て
き
た
法
を
も
含
む
概
念
と
し
て
の
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
実
務
に
関
し
て
は
、
国
や
地
域
に
よ
り
違
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
ｅ
）
異
な
る
宗
教
環
境
の
下
で
の
身
上
監
護
（
背
教
）

イ
ス
ラ
ー
ム
教
以
外
の
宗
教
環
境
の
中
で
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
未
成
年
者
の
身
上
監
護
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が

分
か
れ
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
母
が
他
の
宗
教
に
改
宗
（
背
教
）
し
た
場
合
に
は
、
再
び
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
改
宗
す
る
ま
で
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は
、
母
は
未
成
年
者
に
対
す
る
身
上
監
護
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
ｆ
）
母
が
外
国
人
ま
た
は
異
教
徒
で
あ
る
場
合
の
身
上
監
護

イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
原
則
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
未
成
年
者
の
後
見
人
と
し
て
の
資
格
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ム
ス
リ
ム

に
限
ら
れ
て
お
り
、ム
ス
リ
ム
以
外
の
異
教
徒
は
後
見
人
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
間
で
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
背
教
を
後
見
人
就
任
欠
格
事
由
と
す
る
伝
統
的
見
解
に
対
し
て
、
こ
れ
に
反
対

す
る
法
学
者
も
存
在
す
る
。
実
際
に
、
父
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
以
外
の
宗
教
に
改
宗
し
た
後
も
、
未
成
年
の
子
に
対
し
て
身
上
監
護
を

継
続
し
た
事
例
や
、
異
教
徒
で
あ
る
母
が
身
上
監
護
権
を
認
め
ら
れ
た
事
例
も
あ
る
。

（
ｇ
）
宗
教
に
基
づ
く
身
上
監
護
権
者
の
指
定

パ
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
未
成
年
者
と
後
見
人
の
信
仰
す
る
宗
教
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て

お
り
、
未
成
年
者
が
成
年
に
達
し
た
後
、
自
ら
改
宗
を
宣
言
し
な
い
限
り
は
父
と
同
じ
宗
教
を
信
仰
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
ｈ
）
面
接
交
渉
権

未
成
年
者
の
健
全
な
成
育
（
生
育
）
に
と
っ
て
、
父
母
の
関
わ
り
の
継
続
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
父
母
が
離
婚
し
た
場
合

に
、
身
上
監
護
権
を
有
し
な
い
父
母
の
一
方
に
、
面
会
交
流
権
を
認
め
、
子
と
の
密
接
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。



アジアの家族法概要（4）

123　阪経法論 87（’22. 9）

（
ｉ
）
子
の
財
産
に
関
す
る
後
見

パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
後
見
に
つ
き
次
の
三
つ
の
類
型
が
あ
る
。

・
法
定
後
見
人

ス
ン
ニ
派
の
四
学
派
の
一
つ
で
あ
る
ハ
ナ
フ
ィ
ー
学
派
法
で
は
、
ま
ず
父
が
、
父
が
死
亡
し
遺
言
に
よ
り
後
見
人
を
指
定
し
て
い

る
場
合
に
は
そ
の
指
定
さ
れ
た
者
が
、
父
が
遺
言
で
指
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
父
方
の
祖
父
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
者
が
、
順
次
に

未
成
年
者
の
後
見
人
と
な
る
。
母
に
は
未
成
年
者
の
後
見
人
を
指
定
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
四
学
派
の
別
な
一
つ
で
あ
る
シ
ャ
ー
フ
ィ
ー
イ
ー
学
派
法
で
は
、
財
産
管
理
上
、
父
が
指
定
し
た
後
見
人
に
優
先
し
て
父

方
の
祖
父
が
未
成
年
者
の
後
見
人
に
就
任
す
る
。

・
裁
判
所
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
指
定
後
見
人

法
定
後
見
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
未
成
年
者
の
後
見
人
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
事
実
上
の
後
見
人

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
後
見
人
で
、
法
定
後
見
人
や
裁
判
所
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
指
定
後
見
人
の
無
い
場
合
に
、
事

実
上
未
成
年
者
の
後
見
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

（
ｊ
）
養
子
縁
組

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
啓
示
を
受
け
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
始
め
る
前
の
時
代
（Pre Islam

ic Era

）
に
は
、
一
般
的
に
男
児
の

養
子
縁
組
が
行
わ
れ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
は
、
孤
児
を
養
育
す
る
こ
と
は
推
奨
さ
れ
て
い
る
が
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
特

に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
は
、養
子
縁
組
と
い
う
概
念
は
存
在
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、



資 料

阪経法論 87（’22. 9）　124

一
定
の
条
件
が
整
え
ば
、
孤
児
ま
た
は
実
子
以
外
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
る
。

里
子
と
里
親
と
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
聖
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）
に
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
里
子
を
里
親
が

養
育
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
の
実
親
と
の
家
族
関
係
を
明
示
し
、
実
親
子
関
係
は
維
持
さ
れ
る
。
聖
ク
ル
ア
ー
ン
に

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
実
子
以
外
の
子
を
養
育
し
て
い
る
者
と
の
親
子
関
係
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

「
・
・
・（
お
前
が
、
実
子
以
外
の
）
子
を
養
育
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
子
と
の
間
に
親
子
関
係
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、（
お
前
た
ち
が
）
勝
手
に
口
先
で
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ア
ッ
ラ
ー
の
お
言
葉
こ

そ
が
真
理
で
あ
っ
て
、（
お
前
た
ち
に
）
正
し
い
道
を
辿
ら
せ
て
下
さ
る
。
養
っ
て
い
る
子
に
つ
い
て
は
、
本
当
の
父
親
の
名
で
呼

ん
で
や
る
が
よ
い
。
そ
の
方
が
、
ア
ッ
ラ
ー
の
御
目
か
ら
見
て
は
る
か
に
道
に
か
な
っ
て
お
る
。
も
し
、
そ
の
子
の
父
が
わ
か
ら
な

い
場
合
に
は
、
自
分
の
信
仰
上
の
同
胞
、
ま
た
は
自
分
の
身
内
と
い
う
こ
と
に
す
る
が
よ
い
。（
お
前
た
ち
が
）、
こ
の
こ
と
を
知
ら

な
い
で
過
ち
を
犯
し
て
い
た
と
し
て
も
、
特
に
お
咎
め
は
な
い
が
、
意
図
的
に
犯
し
た
過
ち
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
こ
と

に
、
ア
ッ
ラ
ー
は
心
の
優
し
い
情
け
深
い
お
方
で
お
わ
し
ま
す
。」（
聖
ク
ル
ア
ー
ン
第
三
三
章
四
～
五
節
）

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
い
て
の
養
子
縁
組
、
実
際
に
は
里
親
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

・
里
子
は
実
父
の
名
で
呼
ば
れ
、
里
親
の
名
へ
変
更
さ
れ
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
は
、
名
に
関
し
て
、
親
、
子
、
身
体
的
特
徴
お
よ
び
職
業
な
ど
を
付
し
て
呼
ぶ
慣
習
が
あ
る
。
特
に
父
の
名
を

付
し
て
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
で
、
例
え
ば
、
イ
ブ
ン
（
息
子
）・
ジ
ュ
バ
ル
（
ジ
ュ
バ
ル
の
息
子
）
の
よ
う
に
、
父
の
名
を
付
し
て

呼
ば
れ
る
。
子
が
父
に
よ
る
認
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
ヒ
（
子
の
父
の
息
子
）
な
ど
と
呼
ば
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れ
、
母
の
名
を
付
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。

・
里
子
は
実
親
の
財
産
を
相
続
し
、
里
親
の
財
産
を
当
然
に
は
相
続
し
な
い
。

・
里
子
が
成
年
に
達
し
た
後
も
、
養
親
の
家
族
に
は
な
ら
ず
血
族
関
係
は
な
く
ム
フ
リ
ム
（m

uhurim

・
婚
姻
禁
止
関
係
に
あ
る
近

親
親
族
）
に
は
該
当
し
な
い
。
こ
の
ム
フ
リ
ム
と
は
特
定
の
法
律
関
係
に
あ
る
親
族
を
指
し
、
婚
姻
を
含
め
て
親
族
関
係
を
規
律

す
る
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
里
子
と
里
親
の
家
族
と
の
婚
姻
は
許
容
さ
れ
て
い
る
が
、
成
人
に
達
し
た
里
子
と
性
別
の
異

な
る
里
親
の
家
族
と
の
間
に
は
貞
淑
性
（Rule of M

odesty

・
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
は
家
族
以
外
の
男
女
の
接
触
が
忌
避
さ
れ
て
お

り
、
女
性
が
体
の
線
や
顔
を
露
出
す
る
こ
と
は
男
性
を
刺
激
す
る
こ
と
か
ら
制
限
さ
れ
、
コ
ー
ト
や
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
外
出
は
控
え
、
屋
内
で
も
女
性
用
居
住
区
に
分
か
れ
て
生
活
す
る
慣
習
が
あ
る
。
国
や
地
域
に
よ
り
こ
の
慣
習

の
内
容
や
程
度
に
差
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
男
女
の
性
別
を
尊
重
し
て
住
み
分
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
婚
姻

外
の
男
女
の
性
関
係
は
ズ
ィ
ナ
ー
〔
姦
通
〕
と
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
。）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
婚
姻
す
る
こ
と

は
無
い
。
里
子
が
出
生
後
二
年
以
内
に
、
里
親
か
ら
授
乳
さ
れ
て
乳
親
子
関
係
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
里
子
は
ム
フ
リ
ム
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
里
子
に
対
し
て
実
親
家
族
か
ら
財
産
が
分
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
里
親
が
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
自
己
の
財
産
と
混
在
さ

せ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、原
則
と
し
て
里
親
に
実
親
の
親
族
と
し
て
の
地
位
を
奪
わ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

里
親
は
、
他
人
の
子
の
受
託
者
で
養
育
者
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
役
割
は
養
育
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
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